
*申請方法

　直接または郵送で以下の必要書類を受付場所に提出

　【直接提出の場合】　申請書（申請者（受診者）の本人確認書類を持参してください。）

　【 郵 送 の 場 合 】　申請書 ・ 申請者（受診者）の本人確認書類のコピー

　同一世帯でない代理人が申請する場合は、上記書類に加え代理人の本人確認書類も必要になります。

　（本人確認書類は運転免許証、マイナンバーカード、資格確認書、パスポート等）

*無料受診券の交付

　交付申請書の受理後２週間程度で申請者または代理人の住所に無料受診券を郵送します。

*市民税非課税世帯とは

　住民登録上の同一世帯員全員が市民税非課税である世帯

！ 以下の場合、無料受診券を交付できません。あらかじめご確認のうえ申請ください。

・市・県民税の申告をせず課税情報がない方が世帯内にいる場合、市民税非課税世帯と認定できません。

　税担当窓口で申告後に、無料受診券の交付を申請してください。

・1月1日時点で新潟市に住民票がなかった方は、無料受診券を交付できません。

　1月1日時点で住民票があった市町村の課税証明書を提出してください。

・生活保護受給者の方は、保護担当から「生活保護受給証明書」の交付を受け受診してください。

・申請書の署名、世帯員名簿に誤りがあると無料受診券を交付できません。

・申請書の内容について電話で確認させていただく場合があります。申請書の連絡先には、平日の日中に

　必ず連絡の取れる電話番号を記載してください。連絡が取れない場合、無料受診券を交付できません。

！ 提出前のチェックリスト

□ 交付を希望する検診は対象年齢等に該当していますか？（詳しくは裏面をご覧ください。）

□ 70歳以上の方は申請の必要がありません。ご確認ください。

□ 受診日まで2週間以上の日にちがあいていますか？

□ 住民登録上の世帯員全員を名簿に記載しましたか？

□ 名簿に記載した全員の市民税が非課税ですか？

□ （郵送の場合）個人番号・被保険者記号・番号をマスキングしましたか？

無料受診券の交付を希望する⽅（市⺠税⾮課税世帯の⽅）へ
市⺠税⾮課税世帯の無料受診券の交付には申請書の提出が必要です。

◇無料受診券の対象となる検診・年齢
◇申請書の提出先 は裏面をご覧ください。
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 保健所健康増進課  TEL：025-212-8162
 福祉部保険年金課  TEL：025-226-1075

西蒲区  西蒲区健康福祉課健康増進係 0256-72-8380 953-8666 西蒲区巻甲2690-1

◇無料受診券に関するお問い合わせは、下記までお電話ください。

南区  南区健康福祉課健康増進係 025-372-6385 950-1292 南区白根1235

西区  西区健康福祉課健康増進担当 025-264-7433 950-2097 西区寺尾東3-14-41

0250-25-5686 956-8601 秋葉区程島2009

東区  東区健康福祉課健康増進担当 025-250-2350 950-8709 東区下木戸1-4-1

中央区  中央区健康福祉課健康増進係 025-223-7246 951-8553 中央区西堀通6-866

江南区  江南区健康福祉課健康増進係 025-382-4316 950-0195 江南区泉町3-4-5

秋葉区  秋葉区健康福祉課健康増進係

区 受付場所 電話番号 郵便番号 所在地

北区  北区健康福祉課健康増進係 025-387-1340 950-3393 北区東栄町1-1-14

40歳・70歳以上

20歳・70歳以上

70歳以上

40歳、45歳、
50歳以上

胃内視鏡検査
（施設）

40歳、45歳、
50歳以上の
偶数年齢

成人歯科健診 40歳・50歳

※後期高齢者医療制度加入者は全て無料のため申請不要。
※年齢は年度末（3月31日）時点。

肝炎ウイルス検査
過去に一度も検査を
受けたことがない人

ピロリ菌検査 40歳

-

40歳

40歳・50歳

過去に一度も検査を
受けたことがない人

-

-

無料受診券が必要な検診・年齢

検診の対象
無料受診券の必要の有無

必要 ○
不要 ×

（申請しなくても無料）

40～59歳

-

60歳以上

40歳以上

特定健康診査 40歳以上

肺がん検診 40歳以上

　交付申請書の提出先（郵送または直接提出）

胃がん検診

バリウム検査
（集団）

40歳以上

バリウム検査
（施設）

41～69歳

45歳、50～69歳

45歳、50～68歳

40歳・70歳以上

40歳・70歳以上

子宮頸がん検診
20歳以上の偶数年齢の女性
（奇数年齢でも前年度未受診

であれば受診可）

前立腺がん検診 50歳以上の5歳間隔の男性

大腸がん検診 40歳以上

乳がん検診
40歳以上の偶数年齢の女性
（奇数年齢でも前年度未受診

であれば受診可）

41～69歳

41～69歳

21～69歳

50歳・55歳・60歳・65歳

40歳・70歳以上

40歳・70歳以上

⇒受診料・検診内容の詳細については、冊子「検診いっ得」をご覧ください。


